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令和２年度狂犬病予防注射の日程 犯罪被害者等支援条例を制定
問環境課☎ 43-5214

市ホームページ
「狂犬病予防集合注射」
二次元コード 問危機管理課☎43-5203
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地域 日 場所 時間

三 

原 

地 

域

13
日
（
月
）

旧 JA 榎列倭文出張所前   8:30～ 9:15
掃守公会堂 　9:35～10:10
上幡多営農センター 10:30～11:00
大榎列公会堂 11:20～12:00
小榎列公会堂 13:10～13:50

14
日
（
火
）

徳長公会堂   8:30～ 8:50
志知消防屯所前 9:10～  9:30
中島下公会堂   9:50～10:00
市地区公民館駐車場 10:20～10:50
福永若宮神社 11:10～11:30
健康広場駐車場 11:50～12:10

15
日
（
水
）

國衙旧国道鎮守神社   8:30～ 8:55
神代八幡神社（神稲） 9:15～  9:45
浦壁公会堂 10:05～10:45
神代地区公民館 11:05～11:45
上中原公会堂 12:55～13:15
社家公会堂 13:35～13:55

16
日
（
木
）

寺内公会堂   8:30～ 9:05
成相ふれあいセンター 9:25～  9:45
大久保公会堂 10:05～10:25
上八木公会堂 10:45～11:15
八木地区公民館公園前駐車場 11:35～12:00
野原消防屯所前 13:10～13:35
入田公会堂 13:55～14:15

地域 日 場所 時間

南 

淡 

地 

域

17
日
（
金
）

西町海水浴場 8:40～  9:20
灘地野集落センター 9:40～  9:50
灘大川公会堂 10:10～10:20
灘いきがい創造センター 10:40～10:50
灘地区公民館 11:10～11:25
沼島総合センター 12:20～12:55
あづま荘老人福祉センター（東町） 14:40～14:50

20
日
（
月
）

阿万体育館 8:30～  9:10
阿万地区公民館   9:30～10:20
稲田荘 10:40～11:05
大日寺 11:25～12:00
北阿万地区公民館 13:10～13:40
伊賀野コミュニティセンター 14:00～14:40

21
日
（
火
）

潮美台コミュニティセンター前 8:30～  9:30
かるも公会堂   9:50～10:10
仁尾荘 10:30～10:50
二丁目旧保健所跡駐車場 11:10～11:30
旧南淡庁舎跡地 12:50～13:25
波止の浜公園 13:45～14:25

22
日
（
水
）

賀集八幡神社だんじり置場 8:30～  9:00
田中会館前 9:20～  9:40
賀集地区公民館駐車場 10:00～10:45
生子神社 11:05～11:50

地域 日 場所 時間

緑 

地 

域

23
日（
木
）

山添公会堂 8:30～  9:10
老人福祉センター   9:30～10:20
大丸公会堂 10:40～11:10
中筋公会堂 11:30～12:15
徳原公会堂 13:25～13:50

24
日（
金
）

広田地区公民館 8:30～  9:00
土井集落センター 9:20～  9:45
安住寺集落センター 10:05～10:25
神道公会堂 10:45～11:15
倭文公民館 11:35～12:10
安心コミュニティプラザ長田 13:20～13:50

●登録済みの犬
　狂犬病予防注射の料金は 3,300 円
●登録のない犬
　登録・狂犬病予防注射の料金は 6,300 円
※登録は犬ごとに行います
※登録変更があれば届けてください

地域 日 場所 時間

西 

淡 

地 

域

８
日
（
水
）

江尻公会堂   8:30～ 8:55
北方公会堂   9:15～  9:35  
日光寺前   9:55～10:20
慶野コミュニティプラザ 10:40～11:15
古津路公会堂 11:35～11:55
松帆活性化センター 13:05～13:30
志知川コミュニティプラザ 13:50～14:10

９
日
（
木
）

中津浦コミュニティプラザ   8:30～ 9:00
西淡グラウンド 9:20～  9:45
西本村コミュニティプラザ 10:05～10:20
南あわじ漁協（旧丸山漁協） 10:40～11:00
南あわじ漁協（旧阿那賀漁協） 11:20～11:40
JA 伊加利阿那賀支所前 13:00～13:30
志知奥公会堂 13:50～14:10

10
日
（
金
）

コミュニティプラザ志知公会堂   8:30～ 8:50
西淡志知公民館 9:10～ 9:40
西路神社前 10:00～10:20
湊西集会所（防災センター） 10:40～11:00
旧湊郵便局前 11:20～11:40
JA 湊購買部前 13:00～13:40

【集合注射の料金案内】

　狂犬病予防注射を 4 月に次の日程により実施します。
また未登録の犬は登録を併せて行います。
　飼い主は生後 91 日以上を経過した飼い犬を登録す
ることと、年 1 回狂犬病予防注射を受けさせることが
狂犬病予防法により、義務づけられています。
※新型コロナウイルス感染症の影響で中止する場合があり

ます。最新情報は市ホームページでご確認ください

近畿スポーツ推進委員協議会
功労者表彰
　　井上 卓也 さん　（広田）

　平成 10 年 4月に旧緑町体育指導委員
（現：スポーツ推進委員）に就任して以
来、長年にわたり、地域のスポーツ推進・
発展に尽力されています。

受賞おめでとう

　

殺
人
な
ど
の
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ

り
、
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
犯
罪
被
害
者

の
ご
遺
族
や
、
重
傷
病
と
い
う
重
大
な
被

害
を
受
け
た
人
を
支
え
、
安
全
で
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
形
成
を
図
る
た

め
、
南
あ
わ
じ
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条

例
を
制
定
し
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

施
行
し
ま
し
た
。

▽
主
な
支
援
内
容　
重
傷
病
支
援
金
（
全

治
１
カ
月
以
上
）
10
万
円
、
遺
族
支
援

金
30
万
円

犯
罪
被
害
に
関
す
る
専
門
相
談
窓
口

　
（
公
社
）ひ
ょ
う
ご
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

犯
罪
被
害
全
般

▽
開
設
日
時　

火
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水
・
金
・
土
曜
日
の

午
前
10
時
～
午
後
４
時

　
☎
０
７
８・３
６
７・７
８
３
３

性
犯
罪
被
害
専
用

▽
開
設
時
間　

月
・
火
・
水
・
金
・
土
曜

日
の
午
前
10
時
～
午
後
４
時

　
☎
０
７
８・３
６
７・７
８
７
４

　
４
月
１
日
か
ら
乳
幼
児
等
・
こ
ど

も
医
療
費
助
成
制
度
の
受
給
者
が
、

健
康
保
険
証
を
使
っ
て
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
が
行
う
訪
問
看
護
を
受

け
た
場
合
、
支
払
っ
た
自
己
負
担
額

（
医
療
保
険
分
）
に
つ
い
て
は
、
申
請

に
よ
り
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療

･
難
病
法
に
基
づ
く
特
定
医
療
等
の

他
の
公
費
負
担
医
療
が
適
用
さ
れ
る

場
合
は
、
残
り
の
自
己
負
担
額
に
つ

い
て
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

乳幼児・こども医療費助成制度
訪問看護の助成について

問長寿・保険課☎ 43-5217

お知
らせ

　
令
和
２
年
度
固
定
資
産
税
帳
簿
の

縦
覧
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

縦
覧
の
期
間

　
６
月
１
日
（
月
）
ま
で

※
土
日
祝
日
除
く

対
象
帳
簿

　
❶
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　
❷
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

縦
覧
で
き
る
人

　
土
地
・
家
屋
の
納
税
義
務
者

令和２年度固定資産税
帳簿の縦覧について

問税務課☎ 43-5213

お知
らせ

　
市
で
は
、
今
年
度
か
ら
新
婚
世
帯
が
新
生

活
を
ス
タ
ー
ト
す
る
に
あ
た
り
要
し
た
費
用

の
補
助
を
行
い
ま
す
。

交
付
要
件　

❶
今
年
度
に
婚
姻
届
を
受
理

さ
れ
た
夫
婦
❷
夫
婦
と
も
に
婚
姻
日
に
お

い
て
34
歳
以
下
❸
世
帯
の
合
計
所
得
が

３
４
０
万
円
未
満
❹
市
税
を
滞
納
し
て
い

な
い
こ
と
等

補
助
金
額　
上
限
30
万
円

補
助
対
象
経
費　
❶
住
宅
取
得
費
❷
賃
貸
住

宅
の
賃
借
に
要
し
た
敷
金
、
礼
金
、
仲
介

手
数
料
（
家
賃
を
除
く
）
❸
引
越
費
用

※
詳
し
い
要
件
等
に
つ
い
て
は
お
問
合
せ
く

だ
さ
い

結婚新生活支援補助制度
問ふるさと創生課☎43-5205

お知
らせ

　
「
農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関

す
る
法
律
」
に
よ
り
、
す
べ
て
の
た
め
池
に

つ
い
て
、
管
理
者
の
届
出
書
の
提
出
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

届
出
対
象　
す
べ
て
の
た
め
池
（
利
用
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
貯
水
機
能
を
有
す

る
も
の
）

※
受
益
面
積
０・
５
ha
未
満
の
た
め
池
に
つ

い
て
案
内
し
ま
す
の
で
、
た
め
池
管
理
者

の
届
出
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

※
役
員
改
選
等
で
管
理
者
が
変

更
に
な
っ
た
場
合
な
ど
も
、

管
理
者
変
更
届
の
提
出
が
必

要
で
す

ため池管理者の届出書
提出のお願い

問農地整備課☎43-5225

お知
らせ


